
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１次側電源から電力の供給を受ける複数個のコンセントを備え、これら複数個のコンセ
ントの各々に接続された電気機器の動作状態及び前記１次側電源の異常の有無に関する情
報を、予め登録しておいた連絡先にインターネットを介して通知するようにした状態監視
機能付き集合コンセント装置において、
　前記１次側電源から前記複数個のコンセントに供給される１次側電圧と１次側電流を検
出する１次側検出手段と、
　前記複数個のコンセントから前記電気機器の夫々に供給される２次側電流を各々検出す
る２次側検出手段と、
　前記１次側検出手段の検出結果及び前記２次側検出手段の検出結果が入力され、前記１
次側検出手段が検出した１次側電圧と１次側電流及び前記２次側検出手段が検出した前記
各電気機器に供給される２次側電流の夫々の値を、前記連絡先に通知するための条件とし
て予め登録した夫々の条件設定と比較して通知するかどうかを判定する処理機能を有する
情報処理部と、
　前記情報処理部の処理に基づく情報を、前記予め登録しておいた連絡先に通知するため
にインターネット上にメールを送出するメール送信部とを備え、
　前記情報処理部は、前記１次側電圧の監視に基づく電圧の正常、異常、復電の検出結果
と、前記１次側電流の監視に基づく電流の正常、低下の検出結果と消費電流が無い状態か
ら消費している状態になったことの検出結果、それに前記２次側電流の監視に基づく前記

10

20

JP 3964898 B2 2007.8.22



各電気機器の消費電流の正常、低下の検出結果と消費電流が無い状態から消費している状
態になったことの検出結果の夫々の検出結果から、前記１次側電源の異常の有無と前記各
電気機器の個別の負荷状態を前記連絡先に通知するための条件として予め登録した夫々の
条件設定と比較して判定し、この判定結果から前記連絡先に情報を通知するかどうかを判
定する

するように構成されていることを特徴とする状態監視機能付き集合コン
セント装置。
【請求項２】
　１次側電源から電力の供給を受ける複数個のコンセントを備え、これら複数個のコンセ
ントの各々に接続された電気機器の動作状態及び前記１次側電源の異常の有無に関する情
報を、予め登録しておいた連絡先にインターネットを介して通知するようにした状態監視
機能付き集合コンセント装置において、
　前記１次側電源から前記複数個のコンセントに供給される１次側電圧と１次側電流を検
出する１次側検出手段と、
　前記複数個のコンセントから前記電気機器の夫々に供給される２次側電流を各々検出す
る２次側検出手段と、
　前記１次側検出手段の検出結果及び前記２次側検出手段の検出結果が入力され、前記１
次側検出手段が検出した１次側電圧と１次側電流及び前記２次側検出手段が検出した前記
各電気機器に供給される２次側電流の夫々の値を、前記連絡先に通知するための条件とし
て予め登録した夫々の条件設定と比較して通知するかどうかを判定する処理機能を有する
情報処理部と、
　前記情報処理部の処理に基づく情報

　
とを備え、

　前記情報処理部は、前記１次側電圧の監視に基づく電圧の正常、異常、復電の検出結果
と、前記１次側電流の監視に基づく電流の正常、低下の検出結果と消費電流が無い状態か
ら消費している状態になったことの検出結果、それに前記２次側電流の監視に基づく前記
各電気機器の消費電流の正常、低下の検出結果と消費電流が無い状態から消費している状
態になったことの検出結果の夫々の検出結果から、前記１次側電源の異常の有無と前記各
電気機器の個別の負荷状態を前記連絡先に通知するための条件として予め登録した夫々の
条件設定と比較して判定し、この判定結果から前記連絡先に情報を通知するかどうかを判
定すると共に、前記複数個のコンセントのうちの特定の電気機器に接続されたコンセント
の２次側検出手段による２次側電流の検出結果の組み合わせに基づいて前記連絡先に通知
すべき内容を判断するように構成され
　

構成されていることを特徴とする状態監視機能付き集合コ
ンセント装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電源の監視に係わるものであり、特にコンセントで利用される機器に対してそ
の運転（利用）状態や、コンセントの１次側電源の停電などを予め登録しておいた連絡先
にメールを使って通知することのできる監視機能付き集合コンセント装置に関するもので
ある。
【技術背景】
【０００２】
　コンセントに接続し電源 供給されることで動作する機器は一般家庭から事務所、工場

10

20

30

40

50

(2) JP 3964898 B2 2007.8.22

と共に、前記複数個のコンセントのうちの特定の電気機器に接続されたコンセント
の２次側検出手段による２次側電流の検出結果の組み合わせに基づいて前記連絡先に通知
すべき内容を判断

及びＷｅｂサーバのＵＲＬを、前記予め登録してお
いた連絡先に通知するためにインターネット上にメールを送出するメール送信部と、

前記ＷｅｂサーバのＵＲＬにアクセスすることでＷｅｂページを閲覧可能になしたＷｅ
ｂサーバ部

、
前記Ｗｅｂサーバ部は、そのＵＲＬにアクセスすることでＷｅｂページを閲覧可能とな

し、前記１次側電源の異常の有無と前記複数個のコンセントに接続された電気機器の個別
の負荷状態が閲覧できるように

が



など様々な場所、分野で広く使用されてい 機器への供給電源が停止
していることを認識する機器は数多くあるが、機器自体の電源が切れていることを検出し
、通知する はできていない。また、異常を通知するものはあっても 正常であること
と その他の条件を複合して通知するものはない。例えばＵＳＰ

のように停電から機器を保護する
ための装置に付属し、停電状態などいくつかの情報をメールなどの通信手段を使って通知
するものは存在し、例えば特開２００３－１６２４６０号公報に示すごとく、複数のＵＰ
Ｓと、このＵＰＳの動作状態を通信路を介して取得可能であると インターネットへの
接続が可能な監視センタと、この監視センタとの間でイン ットを利用した情報授受
が可能な携帯電話機とによって の動作状態監視システムを構成し、携帯電動機から
イン ットを介して監視センタにＵＰＳの状態の問い合わせを行うと、監視センタは
ＵＰＳの状態を取得してイン ット上で携帯電話機で閲覧可能とし、異常発生時に監
視 から情報処理端末に対し電子メールによって通知するものがある。
【０００３】
　また、ＵＰＳではなくても、例えば自分自身をバックアップできる電源を有し、停電を
検出し、その情報をメール等の通信手段を使って通知するものもあり、例えば特開２００
２－７７２８９号公報に示すごとく、通信回線に接続され、常用電源であるＡＣ電源と、
バックアップ用の電源とを有し、停電発生の通知先を予め停電通知先記憶手段に記憶し、
停電検出手段は停電を検知すると、停電通知先記憶手段に記憶された通知先に停電発生の
メッセージや電子メールを送信するものとし、ＵＰ 不要とした通信制御装置がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　これらの手段はいずれも停電したことを通知することや、機器の異常を通知することを
目的としているものであり、特開２００３－１６２４６０号公報に示すものは、複数のＵ
Ｓ 備え、このＵＳＰの動作状態を電子メールによって通知 、特開２０
０２－７７２８９号公報に示すものは、ＵＰＳを備えなくても、ＡＣ電源とパックアップ
用の電源とを有し、予め記憶した通知先に停電発生のメッセージや電子メールを送信する
が、例えばコンセントで利用される機器自体の運転 (利用 )状態や、コンセントの１次側電
源の停電などを予め登録しておいた連絡先にメールを使って通知することのできるものは
ない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の課題を解決するために、本発明は、１次側電源から電力の供給を受ける複数個の
コンセントを備え、これら複数個のコンセントの各々に接続された電気機器の動作状態及
び前記１次側電源の異常の有無に関する情報を、予め登録しておいた連絡先にインターネ
ットを介して通知するようにした状態監視機能付き集合コンセント装置において、前記１
次側電源から前記複数個のコンセントに供給される１次側電圧と１次側電流を検出する１
次側検出手段と、前記複数個のコンセントから前記電気機器の夫々に供給される２次側電
流を各々検出する２次側検出手段と、前記１次側検出手段の検出結果及び前記２次側検出
手段の検出結果が入力され、前記１次側検出手段が検出した１次側電圧と１次側電流及び
前記２次側検出手段が検出した前記各電気機器に供給される２次側電流の夫々の値を、前
記連絡先に通知するための条件として予め登録した夫々の条件設定と比較して通知するか
どうかを判定する処理機能を有する情報処理部と、前記情報処理部の処理に基づく情報を
、前記予め登録しておいた連絡先に通知するためにインターネット上にメールを送出する
メール送信部とを備え、前記情報処理部は、前記１次側電圧の監視に基づく電圧の正常、
異常、復電の検出結果と、前記１次側電流の監視に基づく電流の正常、低下の検出結果と
消費電流が無い状態から消費している状態になったことの検出結果、それに前記２次側電
流の監視に基づく前記各電気機器の消費電流の正常、低下の検出結果と消費電流が無い状
態から消費している状態になったことの検出結果の夫々の検出結果から、前記１次側電源
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る。そして、このとき

こと 、
、 (Uninterruptible Power

 Supply：無停電電源装置、以下、単にＵＰＳという。 )

共に
ターネ

ＵＰＳ
ターネ

ターネ
センタ

Ｓを

Ｐを するものであり



の異常の有無と前記各電気機器の個別の負荷状態を前記連絡先に通知するための条件とし
て予め登録した夫々の条件設定と比較して判定し、この判定結果から前記連絡先に情報を
通知するかどうかを判定する

するように構成されていることを特徴とする。
【０００６】
　また、上記の課題を解決するために、本発明は、１次側電源から電力の供給を受ける複
数個のコンセントを備え、これら複数個のコンセントの各々に接続された電気機器の動作
状態及び前記１次側電源の異常の有無に関する情報を、予め登録しておいた連絡先にイン
ターネットを介して通知するようにした状態監視機能付き集合コンセント装置において、
前記１次側電源から前記複数個のコンセントに供給される１次側電圧と１次側電流を検出
する１次側検出手段と、前記複数個のコンセントから前記電気機器の夫々に供給される２
次側電流を各々検出する２次側検出手段と、前記１次側検出手段の検出結果及び前記２次
側検出手段の検出結果が入力され、前記１次側検出手段が検出した１次側電圧と１次側電
流及び前記２次側検出手段が検出した前記各電気機器に供給される２次側電流の夫々の値
を、前記連絡先に通知するための条件として予め登録した夫々の条件設定と比較して通知
するかどうかを判定する処理機能を有する情報処理部と、前記情報処理部の処理に基づく
情報

とを備え、前記情報処理部は
、前記１次側電圧の監視に基づく電圧の正常、異常、復電の検出結果と、前記１次側電流
の監視に基づく電流の正常、低下の検出結果と消費電流が無い状態から消費している状態
になったことの検出結果、それに前記２次側電流の監視に基づく前記各電気機器の消費電
流の正常、低下の検出結果と消費電流が無い状態から消費している状態になったことの検
出結果の夫々の検出結果から、前記１次側電源の異常の有無と前記各電気機器の個別の負
荷状態を前記連絡先に通知するための条件として予め登録した夫々の条件設定と比較して
判定し、この判定結果から前記連絡先に情報を通知するかどうかを判定すると共に、前記
複数個のコンセントのうちの特定の電気機器に接続されたコンセントの２次側検出手段に
よる２次側電流の検出結果の組み合わせに基づいて前記連絡先に通知すべき内容を判断す
るように構成され

るように構成されていることを特徴とする。
【０００８】
　 情報処理部 各検出器の検出する信号の組み合わせを、例えば侵入者検出
用のいくつかの負荷を検出するコンセントを予め設定しておき、検出器により検出した信
号の組み合わせで通知すべき内容を判断するものとすると、メールを利用して予め登録し
ておいた携帯電話などに状態を通知することができる。
【０００９】
　また、前記メール送信部より送信されたメールには本装置に された前記Ｗｅｂサー
バのＵＲＬを記載するものとすると、このＵＲＬにアクセスすることで、Ｗｅｂサーバに
用意したＷｅｂサーバを開き 接続されている機器の状態を監視することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、以上の構成としたので、停電したことの通知や異常の通知だけではなく、状
況の変化を捉える手段として電源の状態監視を実施するものであり、機器の瞬間的な状態
だけではなく、連続性とパターンの状態を捉えることで機器の状態だけでなく、その空間
の状態の変化を予測することを可能にする監視機能付き集合コンセント装置が提供出来る
。
【００１１】
　また、これを利用することで、通常の生活の中で使用される電気器具の使用状態が通常
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と共に、前記複数個のコンセントのうちの特定の電気機器に
接続されたコンセントの２次側検出手段による２次側電流の検出結果の組み合わせに基づ
いて前記連絡先に通知すべき内容を判断

及びＷｅｂサーバのＵＲＬを、前記予め登録しておいた連絡先に通知するためにイン
ターネット上にメールを送出するメール送信部と、前記ＷｅｂサーバのＵＲＬにアクセス
することでＷｅｂページを閲覧可能になしたＷｅｂサーバ部

、前記Ｗｅｂサーバ部は、そのＵＲＬにアクセスすることでＷｅｂペー
ジを閲覧可能となし、前記１次側電源の異常の有無と前記複数個のコンセントに接続され
た電気機器の個別の負荷状態が閲覧でき

このとき、 は、

内蔵

、



でなくなったことの変化を通知したり、留守中にＯＮするはずの無い電気器具がＯＮした
ことを通知したり、常時運転していなければいけないものが停止したことを通知したりす
ることで、機器の異常や電源の異常だけではなく、その空間における生活の変化、侵入者
検出までを監視することを実現するものとした監視機能付き集合コンセント装置が提供出
来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下本発明の一実施例を図により説明する。図１は本発明の一実施形態に係るブロック
図である。
【実施例】
【００１３】
　図１において、本発明の監視機能付き集合コンセントは、複数個のコンセント１ (例え
ば１－１、１－２、１－３、１－ｎ )と、コンセント１と接続されており１次側電源７の
電圧検出や電流検出を行う１次側検出手段２ (電圧検出手段２－１、電流検出手段２－２ )
と、各コンセント１に接続されており個別の負荷の電流検出を行う２次側検出手段３ (例
えば３－１、３－２、３－３、３－ｎ )と、１次側検出手段２の検出と２次側検出手段３
の検出とを受けて１次側の異常の有無、例えば停電等を、２次側の個別電流より個別負荷
の状況等検出した内容を、予め登録した通知する為の条件設定と比較させ判定し、これら
の判定から伝えたい情報を生成する通知するかどうかを判定する処理機能を有する情報処
理部４と、インターネット８を介して予め登録しておいた連絡先に通知するためにメール
を配信するメール ５と、携帯電話９等から受信したメールに書かれたホームページ
アドレス からＷｅｂページをアクセスできるＷｅｂサーバ部６とを備えている。
【００１４】
　前記情報処理部４は電圧検出手段２－１が検出するコンセント１の１次側電源電圧を監
視して１次側電源７の異常（停電等）を判定し、または電流検出手段２－２が検出するコ
ンセント１の１次側電流を監視してコンセント１に接続されている機器のトータル消費電
流が低下していることを判定し、または２次側検出手段３－１～３－ｎが検出するコンセ
ント１に接続されている個別機器の消費電流を監視して機器の消費電流が偲下しているこ
とを判定し、メール ５にてメールを利用して予め登録しておいた携帯電話９などに
１次側電源７の異常の発生、接続されている機器トータル又は個別の状態を通知すること
が 。
【００１５】
　また、前記情報処理部４は電圧検出手段２－１が検出するコンセント１の１次側電源電
圧を監視して１次側電源７が無い状態から復電したことを判定し、また、電流検出手段２
－２が検出するコンセント１の１次側電流を監視してコンセント１に接続されている機器
のトータル消費電流が無い状態から消費している状態になったことを判定し、また、２次
側検出手段３－１～３－ｎが検出するコンセント１に接続されている個別機器の消費電流
を監視して機器の消費電流が無い状態から消費している状態になったことを判定し、また
、メール ５にてメールを利用して予め登録しておいた携帯電話９などに１次側電源
の異常の発生、接続されている機器トータル又は個別の状態を通知することができる。
【００１６】
　また、前記情報処理部４は、コンセント１の中で、例えば電流値により侵入者の検出が
可能な 接続されているいくつかのコンセントを予め設定しておき、これらのコンセ
ントの検出器が検出する信号の組み合わせにより通知すべき内容を判断するものとし、メ
ール送信部５にてメールを利用して予め登録しておいた携帯電話９などに状態を通知する
ことができる。
【００１７】
　また、前記メール送信部５より送信されたメールには本装置に された前記ｗｅｂサ
ーバ６のＵＲＬを記載しており、このＵＲＬにアクセスすることで、Ｗｅｂサーバ６に用
意したＷｅｂページを開き接続されている機器の状態を監視することができるものとした
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。
【００１８】
　なお、上記実施の形態では、２次側検出手段３は電流検出を行うものとし、インターネ
ット８を介する連絡先を携帯電話としたが、本発明はこれらに限定されず、２次側検出す
るものとしては、消費電力や異常信号、不在中などセット信号、ドアの開閉などの状態信
号もふくまれる。また、連絡先も携帯電話に限らず、パソコン等でもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】　本発明の一実施例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００２０】
　１、１－１、１－２、１－３、１－ｎ　コンセント
　２　１次側検出手段
　２－１　電圧検出手段
　２－２　電流検出手段
　３　２次側検出手段
　３－１、３－２、３－３、３－ｎ　電流検出手段
　４　情報制御部
　５　メール送信部
　６　Ｗｅｂサーバ部
　７　１次側電源
　８　インターネット
　９　携帯電話
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